
研修室

無料貸出

※ 講師謝金は、市の基準額を上限に助成します。詳細についてはお尋ねください。
※ 宗教、政治、営利を目的とする団体や、市の交付する他の助成金の対象となる場合は支援の対象となりません。
※ 予算に限りがあります。予算がなくなり次第終了いたしますのでご了承ください。

問合せ
申請先

春日市人権男女共同参画課 〒816-0832 春日市光町1-73 春日市男女共同参画・消費生活センターじょなさん

Tel 092-584-1201 Fax 092-584-1181 Mail  jyonasan@city.kasuga.fukuoka.jp

助成対象講座の内容（例）

女性の起業を応援する講座
 DVに関する研修会
父親のための、育児や料理  

  介護に関する講座
女性参画のための防災講座 など 

講師費用の助成

  8,800円
最
大

託児費用の助成

 4,000円
最
大

注
意
点

市内の団体、企業、
グループ（市民ま
たは市内に勤務、在
学 す る 者 ５ 人 以
上）であること。

利用条件 

実施日の３週間前までに申請書を、春日市男女共同参画センターへご持参ください。

申
請
方
法

申請書の
ダウンロード

春日市 男女共同参画自主研修支援 

男女共同参画社会
の促進に向け実施
される研修会、講演
会、講座など、自主
的に実施されるも
のであること。

利用条件 

申 請 書 を ダ ウ ン
ロードし、必要事
項 を 記 載 し て く
ださい。

01

実施日の３週間前
までにセンターへ
ご 持 参 く だ さ い
（郵送不可）

02

審 査 結 果 の 通 知
と 交 付 額 を お 伝
えします。

03

事業実施後、実績
報告 書 を 提 出 し
てください。

04

実 績 報 告 書 の 審
査後、交付額をお
伝えし、お振込み
します。

05

男女共同参画の

講座・研修会に

ぜひ活用ください

自主研修支援制度




